
 

 

 

               

                   
 

 

 

国土交通省への水道整備・管理行政移管に伴う国要望並びに 

和歌山環状北道路及び紀の川治水事業の国要望について 

 

水道施設の厚生労働省から国土交通省への移管に伴い、全国的にも老朽化した水道

施設（水道管路含む）の更新、耐震化について要望を行います。 

特に本市では、市民生活の根幹となる水道について、低廉で安定した水の供給に努

めていますが、平均水道料金※以上という現行の補助採択基準が課題となり、国庫補

助金を受けた施設の更新が行えず、多くの水道施設の老朽化が進んでいる状況にあり

ます。 

水道施設の本格的な更新時期を迎えるなか、安全で安定した水道水の供給を図るた

め、水道施設の強靭化やリダンダンシーを含めた安全の強化が促進されるよう、施設

整備に関する国庫補助採択基準の緩和や拡充について要望します。 

また、和歌山環状北道路の早期事業化並びに新六箇井堰の一部撤去の早期事業完了

及び紀の川の整備推進についても、併せて要望します。 

 

 ※平均水道料金に係る採択基準 

  ・重要給水施設配水管 1,215円以上（給水人口 5 万人以上の水道事業者） 

  ・基幹管路（送水管・配水本管など）1,597円以上（全国平均） 

  ・和歌山市は 990 円 

 

１ 日程  令和５年１０月１１日（水）１３：３０～ 

 

２ 要望先 国土交通大臣等 

 

３ 要望者 和歌山市長 

和歌山市議会議長 

和歌山環状北道路及び紀淡海峡大橋建設促進和歌山市議会議員連盟 

紀の川大堰に関する和歌山市議会議員連盟 

担 当 課 
企画政策課、水道企画課 

道路政策課、河川港湾課 

議会政策課、秘書広報課 

担 当 者 
天野、坂部 

森田、田中 

志賀、亀岡 

電    話 
(073) 435-1015、435-1127 

(073) 435-1328、435-1090 

(073) 435-1119、435-1120 

内  線 
2441、3210 

5493、5370 

2349、2356 

記 者 発 表 

令和５年１０月１０日 


